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共済掛金を振込先口座に振り込む。
5月26日（月）までの振込みにご協力ください。

4/1 6/2 支払日

システムによる入力・申請が便利です！
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災害共済給付契約  更新手続き
「名簿更新」のお知らせ

　年度末になり、新年度に向けての準備を進められていると思いますが、本号では、災害共済給付契約に
おける令和7年度の契約の更新についてご説明します。

災害共済給付契約の更新のための手続きとして、毎年度名簿の更新と共済掛金の支払いが必要と
なります。学校（園）の皆様は、設置者の指示により、必要な手続きを行ってください。

★名簿更新とは･･･
　卒業（園）者や新入学（園）者があるため、新年度にあたり、災害共済給付契約に係る児童生徒等の名簿を更
新することが必要となります。この手続きを日本スポーツ振興センター（JSC）では「名簿更新」といいます。
　「名簿更新」は、5月1日現在において在籍する児童生徒等の数に基づき、手続きを行います。

　5月1日から5月31日（令和7年度は5月31日が土曜日のため6月2日）までの期間内に名簿更新に必要な書
類をJSCに提出（システムにて申請）し、共済掛金を振り込むことにより、名簿更新の手続きが完了します。

　令和7年6月2日までに手続きが全て完了した場合に限り、令和7年4月1日以降に発生した災害について給付
対象となります。支払期限に遅れた場合、共済掛金支払日前日までに発生した災害は給付対象になりません。

●注意●

4月1日以降に発生した災害について給付対象

4月1日から支払日前日までに
発生した災害は給付対象外

支払日以降に発生した
災害から給付対象

期日までに支払いが
完了した場合

6月3日以降に
支払いがあった場合

加入者数や入金額の確認等の
ため名簿更新書類の提出（申
請）・掛金の振込は、以下の流れ
を参考に早めに行っていただく
ようご協力をお願いします。

名簿更新の手続きの流れ

保護者の同意が得られた令和7年5月1日現在
の加入者数を確定する。

4月中旬以降にJSCから設置者に
名簿更新関係の書類が届く。

名簿更新書類をシステムにて入力し申請する。
5月20日（火）までの申請にご協力ください。

※災害共済給付オンライン請求システムは、
　5月1日から手続きが可能となります。

※令和6年度中途加入者の共済掛金も
　併せてお振込みください。

名簿更新完了

名簿更新書類を災害共済給付オンライン請求システム
にて申請することで、

※全員加入でない場合や要保護児童生徒がいる
　場合は、書類の一部を郵送にて提出いただきます。

◆ 書類の郵送が不要※

◆ 支払額が自動計算
◆ データ修正が簡単

利です！
求システム

名簿更新に係る事務手続きについては、
４月中旬以降に発行する「令和７年度　
災害共済給付契約名簿更新の手引」を
ご確認ください。
なお、公立義務教育諸学校の設置者の
皆様へは、当該手引を送付しませんの
で、JSCホームページよりダウンロード
をお願いいたします（掲載先は、名簿更新
に係る書類と併せ送付いたします。）。 （イメージ）

手引については、最新年度版をご確認ください！

災害
共済

給付

となりますので、是非、システムをご利用
ください。システムの利用にあたっては、
裏表紙をご参照ください。

いる
だきます。

利用
は、



災害共済給付制度への加入にあたっての同意取得

ページ右上に『 』第
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災害共済給付オンライン請求システムの利用に際し、
ご不明点やご心配な点がありましたら、
担当地域部署（裏表紙参照）へお気軽にお問い合せください。

　災害共済給付制度への加入にあたっては、保護者の同意が必要となります。
　JSCホームページの「様式ダウンロード」ページに「災害共済給付制度」のお知らせと加入同意書の参考例を
掲載していますので、ご活用ください。
　なお、加入同意書の参考例のように特記事項を記載することにより、初回の同意後、当該校（園）に在籍中は、
災害共済給付制度に加入することに同意したものとなります。
（例：災害共済給付契約について、本同意書により、初回の同意後、在学中は自動更新となります。）

名簿更新前の確認事項 ③
必須です！

特に保育所等はご注意ください

お忘れ
では

ないで
すか？

『学校・設置者情報
変更申請』
をしてください。

法人名・経営母体が変わった場合
（例：〇〇法人→××法人、公立→私立等）

登録している学校分類が変わった場合
（例：幼稚園→認定こども園）

へき地学校の級別に変更がある場合
（例：３級地→２級地）

『学校統廃合処理申請』
をしてください。

学校（園）が統合される又は廃校とな
る学校（園）がある場合

事前確認書類等の提出が必要となります。
担当地域部署（裏表紙参照）へご連絡ください。

増設の学校（園）がある場合

『ユーザID停止申請』
をしてください。

提出が必要となります
裏表紙参照）へご連絡

止申請』
い。い

継続加入の手続きを行わない場合（閉校（園）
する、令和７年度以降加入をやめたい等）

各申請方法に
ついては、次の
二次元コード
か ら ご 確 認
いただけます!

https://www.  
jpnsport.go.jp/  
anzen/Portals/0/  
anzen/saigai_kyo  
sai/system/2023  
11_WebApplicatio  
n/03_202311Web  
Application.pdf

法人名、経営母体、学校種の変更や
管内の学校（園）の増設、統廃合等の報告

名簿更新前の確認事項 ②

　法人名、経営母体、学校種の変更や学校（園）の増設、統廃合等がある場合は、災害共済給付オンライン請求
システムの登録内容の変更が必要となります。
　次の項目に当てはまる場合は、以下の二次元コード又はURLにて手順をご確認の上、Web申請をしてください
（災害共済給付オンライン請求システムを利用していない設置者であっても、申請が必要となります。申請様式は
JSCホームページの「様式ダウンロード」ページに掲載しています。）。

名簿更新前の確認事項 ①

※様式および記入方法は、JSC ホームページの「様式ダウンロード」ページに掲載しています。

契約・名簿更新後に転入・新規入学（園）等があった場合は、転入・新規入学（園）
した日の翌月の10日までに「年度途中の名簿の追加等について」※を担当地域部署へ
書面にて報告していただくことになっています。

　令和6年度の契約・名簿更新後に転入・新規入学（園）等により追加加入となった児童
生徒等がいる場合は、「年度途中の名簿の追加等について」※を担当地域部署（裏表紙参照）
へ書面にてご提出ください。当該児童生徒等が転入前に未加入の場合は、令和7年度の名
簿更新時に令和6年度分の掛金を併せてお支払いいただくことになります。

令和６年度　転入学等の通知の提出

 

災害共済給付



「災害共済給付制度」の概要を説明した動画・チラシを作成しました!
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　災害共済給付制度とは、学校等の管理下における児童生徒等の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）に対して、災害
共済給付（医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給）を保護者に対し行うものですが、学校等の管理下におい
て児童生徒等に災害が起こった際に、確実に保護者が給付の請求ができるよう、学校・園の先生方から保護者や児童
生徒等へお声掛けをお願いしたく、このたび、先生向け動画およびチラシを作成いたしました。
　本動画は、災害共済給付事務をご担当いただいている先生だけではなく、実際にケガが発生した現場に居合わせる
ことや、児童生徒等から通院した旨の報告を受けることの多い担任の先生や部活動の顧問の先生等、全ての先生に
災害共済給付制度についてご認識いただけるような内容
としておりますので、是非、学校・園内にて共有をお願い
いたします！

学校・園の先生方
へのお願い

災害共済給付Webの
【学校等・設置者の方へ】のページ
に掲載しております。

＜URL＞
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/
saigai/tabid/1955/Default.aspx

↓ 動画およびチラシの掲載先はこちら ↓

右記チラシの二次元コードもしくは以下の
掲載先より動画をご確認ください！
30秒および90秒の2種類ありますので、
状況に応じてご活用ください！！

「災
災害
共済

給付

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/
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学校等の管理下の災害
［令和6年版］

令和5（2023）年度データ

第一編　災害共済給付制度の概要

第二編　死亡・障害事例

第三編　基本統計（負傷・疾病の概況と帳票）

第四編　学校等の生活における事故防止の留意点

独立行政法人 日本スポ ツ振興独立行政法人　日本スポーツ振興センタセンター

第

第

第

　「死亡見舞金」「障害見舞金」「供花料」「歯牙欠損見舞金」を 
支給した全事例や負傷・疾病の基本統計、学校種ごとに有識
者が執筆した「学校等の生活における事故防止の留意点」を
掲載しています。

 『学校等の管理下の災害［令和6年版］』（令和5（2023）年度データ） 

【URL】https://www.jpnsport.go.jp/anzen/kankobutuichiran/kanrika/tabid/3025/Default.aspx 

災害共済給付Webで 
全ページ読めるのね！ 

帳票はExce lで
加工もラクラク♪ 

「自分たちならどうするか」 
「必要な対策は何か」
を教職員の方々でお考えいただき、
事故を未然に防ぐ取り組みの実践に
お役立てください！ 

 ＼統計データを活用して事故を防止しよう！／ 

Ｑ 医療費の請求は、治療が終了してからまとめて請求すればよいですか？

　災害共済給付制度と学校・保育所等・設置者の皆様に行っていただく請求事務手続
きを記載した「災害共済給付請求事務ガイドブック【学校・保育所等・設置者用】 」
は、令和７年度より冊子の配布を終了させていただきます。災害共済給付Web
「学校等・設置者の方へ」ページからご確認いただきますようお願いします。

▲災害共済給付Web
「学校等・設置者の方へ」

災害共済給付Webの「よくあるご質問」ページも是非ご活用ください。

▲災害共済給付Web
 「よくあるご質問」

Ｑ 医療費の給付データのある児童生徒等が災害共済給付に加入している学校へ進学又は転学する
場合は、災害共済給付オンライン請求システムでどのような手続きを行えばよいですか？

災害共済給付オンライン請求システムで「引継ぎ」の作業をしていただきます。「引継ぎ」の方法については
「災害共済給付オンライン請求システム操作マニュアル（電子版）」の「12 進学・転校等があった際のデータ
のやりとりをする」をご参照の上お手続きください。

まとめて請求いただくことも可能ですが、医療費は、診療月分ごとに２年の間に請求を行わないと時効に
なりますので、請求期間にご注意ください。

 請求事務のよくあるご質問

災害共済給付請求事務ガイドブック【学校・保育所等・設置者用】について

　多くの学校・設置者の皆様にご利用いただいている災害共済給付オンライン請求システム（システム）をさらに
便利にご利用いただくため、令和９年１月から各種機能やデザイン等をリニューアルします！
　そのリニューアルでは、設置者や学校等の業務負担を軽減し、保護者等に迅速かつ確実な給付を行うとともに、
事故防止に役立つ情報を提供できるシステムを目指していきます。
　今後も災害共済給付ナビでは、新しく生まれ変わるシステムに関する情報を随時お届けしていきますので、是非
ご注目ください！
　システムリニューアルに関しては、災害共済給付ナビVol.07もご覧ください。
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kenko/siryou/kankou/navi/vol-7_web.pdf   

 災害共済給付オンライン請求システムが新しくなります !
 ＼令和９（２０２７）年１月／  



5

はじめに

取り組み

けが予防の呼びかけ

さいたま市立高砂小学校

養護教諭 辻野 智香 

 【専門家に聞く】 

　本校は、埼玉県のJR東日本浦和駅近くの商業施設と住宅、高層マンションの混在す
る地区にあります。創立154年、児童数1,000名を超える大規模校、養護教諭は2名
配置です。ここ３年間のけがによる保健室への年間来室者数は、右表の通りです。
日本スポーツ振興センターへの災害共済給付申請数は毎年100件を超えています。 
　軽微なけがから119番通報が必要なけがまで、さまざまなけがによる来室があ
り、一人でも減らしたいと願っています。その方策の一つに「けがマップ」がありま
す。けがマップを媒体に、学校で起こったけがの情報の把握をして、健康委員会児童
と共有し、健康委員会児童から全校へ呼びかけをしています。また、管理職からの登
下校中の事故防止の取り組みを強化してほしいという要請が後押しとなり、登下校中
のけが防止について、健康委員会で話し合い、学校のホームページ上で児童と保護者
への呼びかけを実践しましたので紹介します。笑顔で登校し、学び、明日を楽しみに笑顔で帰宅できる日々を過ご
せるように、各校の実態に合わせて、事故情報の把握と具体的な取り組みの参考にしていただけたら幸いです。  

けがによる保健室来室者数

令和３年度 2,874 人

令和４年度 2,537 人

令和５年度 2,298 人

けがマップ

1  校内のけが防止～けがマップ～

・けがをした場所にシールを貼ります。
・けがの種類別（ぶつけた、ひねった、はなぢ、すりきず、きりきず、とげ、
やけど、虫さされ、その他）に、シールを9色に分けています。

・シールの中に学年の数字を書き、何年生がけがをしたかがわかるよう
にしています。

・養護教諭がけがの記録を読み上げ、健康委員会児童がシールを貼ります。

①けがマップ（月1枚）の作成

②月末の振り返り

③けが予防の呼びかけ

月末に委員会活動で来室した健康委員会児童が事故防止について考え、
廊下掲示や放送で呼びかけます。

月末に、けがマップの振り返りをします。

事故
防止



2  登下校中のけが防止
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おわりに

・危険箇所の写真はリアルデータであり、配付した時にはぐっ
とのぞき込んで「あーここね」「毎日通っている」と前のめり
になり、自分事と捉えるワークシートとして有効だったと感
じました。児童の目線で書かれた内容には「駐車場から出る
車があるので注意」「道が狭いのに電柱がある」などもあり
ました。
・各自が付せんに考えを書き、グループ内で考えを出し合い
ながらまとめていきました。意見が重なり納得し合ったり、
一人では気付かなかった考えに気付いたりするなどの様子
が見られました。
・話合いは月１回の健康委員会の時間で実施しました。本校の児童は、学級会
の時間に話合いの進め方を全校で統一した内容で学んでいるため、委員会
活動での話合いは、大変スムーズに進む印象です。

①危険箇所の写真を基に話合い

②アンケートの実施

③啓発活動

話合いで活用したワークシートの写真は
登下校指導をしている教頭先生提供

　①の話合いで、「学級でアンケートをしたい」という意見を出したグループ
が実施しました。

　パワーポイントを作成し、児童の声で録音して給食時に全校放映しました。また画面を印刷して廊下に掲示しま
した。さらに学校のホームページに掲載し、春休み中に家庭で視聴していただき、登下校の注意喚起をしました。

　これらの活動を通して、実際にけがの件数が減ったかどうかは検証が難しいですが、学校全体で「けがの防止
は重要課題だ」という意識を維持・継続する一助になったのではないかと思います。また、教職員からの指導と
ともに、身近な健康委員会児童からの呼びかけは、低学年や同級生に別の響き方をするように感じます。
　日常の委員会活動は、健康委員会児童が「自分事」として捉えて考え、掲示物を作成し、校内放映、ホームペ
ージ掲載等へと展開させていくことで活発
化しています。当番以外でもボランティア
として健康委員会を支えてくれる児童も現
れました。
　特別な時間を取らずに活動することを一
番に考えています。日本スポーツ振興セン
ター「災害共済給付Web」で公開されてい
る資料には、実態に基づいた活用しやすい
動画などもあるので、リアルデータと組み
合わせて活用できるのではないかと可能性
を感じています。 【URL】https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/card/tabid/3038/Default.aspx

事故防止

先生提供



https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/tabid/1984/Default.aspx

令和７年度名簿更新は

▲申請フォーム

『災害共済給付オンライン請求システム』からお手続きください！
　名簿更新手続きを災害共済給付オンライン請求システムから行う際は、ユーザＩＤ・パスワードが必要と
なりますので、令和７年度の手続きに向けて、システムにログインしてみる等ユーザＩＤ・パスワードの確認
を早めにお願いします。ユーザＩＤ・パスワードが不明な場合は、速やかに下記の申請フォームから申請
いただきますようお願いします。
　例年、名簿更新時にユーザID・パスワードに関する問い合わせを多くいただいております。異動・退職時
等は、適切な管理・引継ぎをお願いいたします。 

「パスワード初期化及びユーザ ID再発行申請フォーム」でのお手続き
【申請フォームURL】

①JSCホームページ内の「ID、パスワードを忘れたとき」を
クリックする。

②フォームに必要事項を入力の上、
申請する。

●現行のパスワードが不明だが、ユーザIDおよび初期パスワードが分かる場合➡初期化
JSCにてパスワードを初期化し、システムに登録されている電話番号に、お電話にて初期化完了のご連絡
を差し上げます。その後、お手元のユーザIDおよび初期パスワードでログインしていただきます。

●ユーザID・パスワードのいずれかが不明な場合➡再発行
JSCにてパスワードを初期化し、ユーザIDおよび初期パスワードが記載された通知書を、システムに登録

されている送付先住所に郵送いたします。

（令和5年2月に移転しております）

令和7年3月（第8号）

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県

東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、
徳島県、香川県、愛媛県、高知県

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県

富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県


